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入札公告（総合評価落札方式）（再々公告）

次のとおり一般競争入札に付します。

本入札は、平成２８年１１月１６日に再度入札公告した「国立駿河療養所車庫更新築

整備その他工事実施設計及び設計意図伝達業務」の再々度公告です。前回入札に参加しな

かった者も、今回の入札に参加できます。

平成２９年１月２７日

支出負担行為担当官

国立駿河療養所 事務長 奥 田 丈 彦

１．業務概要

（１）業 務 名 国立駿河療養所車庫更新築整備その他工事実施設計業務

及び設計意図伝達業務

（電子調達システム対象案件）

（２）業務内容 下記実施設計を行う業務である。

主な業務内容は以下のとおりである。

・車庫新築工事設計業務

鉄骨造１階 建延床面積 ２６４㎡

・宿舎改修工事

屋上防水、屋根葺き替え、外壁塗装

その他入札説明書及び仕様書による。

（３）履行期間 実施設計：契約締結日の翌日～平成２９年３月３１日

本業務は、平成２８年度予算にて実施するものであり、業務の実施期間は契約締

結の翌日から平成２９年３月３１日（金）までとするが、当該予算について次年度

への繰越処理が完了した場合は、平成２９年６月２１日まで延長することが出来る。

設計意図伝達：工事着工～８ヶ月（予定）

（４）本業務は、技術提案を受け付け、価格以外の要素と価格を総合的に評価して落札

者を決定する総合評価落札方式の適用業務である。

（５）本業務は提出資料、入札等を電子調達システムで行う対象業務である。なお、電

子調達システムによりがたいものは、発注者の承諾を得た場合に限り紙入札方式に代

えることができる。

２．競争参加資格

（１）予算決算及び会計令（以下「予決令」という。）第７０条及び第７１条の規定に

該当しない者であること。

（２）厚生労働省から東海・北陸ブロック又は関東・甲信越ブロックにおける平成２７

・２８年度測量・建設コンサルタント等業務に係る一般競争参加資格Ａ、Ｂ又はＣ

等級の認定を受けていること。（会社更生法（平成 14 年法律第 154 号）に基づき更

生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法（平成 11 年法律第 225 号）
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に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、

東海・北陸ブロック又は関東・甲信越ブロックの競争参加資格について再認定を受

けていること。

（３）会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基

づき再生手続開始の申立てがなされている者（上記（２））の再認定を受けた者を

除く。）でないこと。

（４）厚生労働省から東海・北陸ブロックにおける測量・建設コンサルタント等業務に

関し、指名停止を受けている期間中でないこと。

（５）警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する業者又はこれに準ずるものと

して、厚生労働省発注の建設コンサルタント業務等からの排除要請があり、当該状

態が継続している者でないこと。

（６）建築士法（昭和 25 年法律第 202 号）第 23 条の規定に基づく一級建築士事務所の

登録を行っていること。

（７）次に掲げる基準を満たす管理技術者１名及び主任担当技術者（建築、電気設備、

機械設備）を１名以上配置できること。

①管理技術者は、一級建築士の資格を有するものとする。

②管理技術者は平成１８年度以降に完成・引渡しが完了した１５０㎡以上の新

築又は増築工事の実施設計の経験を有する者とする。

③建築分野の主任担当技術者は一級建築士の資格を有するものとする。

④電気設備と機械設備の担当技術者は同一の者を可とする。

（８）次の各号に掲げる制度が適用される者にあっては、この入札の入札書提出期限の

直近２年間（⑤及び⑥については２保険年度）の保険料について滞納がないこと。

①厚生年金保険 ②健康保険（全国健康保険協会が管掌するもの）

③船員保険 ④国民年金 ⑤労働者災害補償保険 ⑥雇用保険

（９）次の事項に該当する者は、競争に参加できない。

・資格審査申請書又は添付書類に虚偽の事実を記載した者

・経営の状態又は信用度が極度に悪化している者

３．総合評価に関する事項

（１）落札者の決定方法

入札参加者は、価格及び技術資料をもって入札をし、次の各要件に該当するものの

うち下記（２）総合評価の方法によって得られた数値（以下「評価値」という。）の

最も高い者を落札者とする。

評価値の最も高い者が２人以上あるときは、該当者にくじを引かせて落札者を決め

る。

（２）総合評価の方法

①評価値の算出方法

評価値の算出方法は、以下のとおりとする。

評価値＝価格評価点＋技術評価点

②価格評価点の算出方法
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価格評価点の算出方法は、以下のとおりとする。

価格評価点＝(価格評価点の配分点)×(１－入札価格／予定価格)

③技術評価点の算出方法

技術資料の内容に応じ、下記１）、２）、３）の評価項目毎に評価を行い、技術

評価点を与える。

１） 資格

２） 技術力

３） 業務実施方法及び手法

技術評価点の算出方法は、以下のとおりとする。

技術評価点＝(技術評価の満点(=60 点))×(技術評価の得点合計／技術評価の

配点合計)

４．入札手続等

（１）担当部局

〒４１２－８５１２

静岡県御殿場市神山１９１５番地

国立駿河療養所 庶務課施設管理班

電話０５５０－８７－１７１１ ＦＡＸ０５５０－８７－１９２１

（２）入札説明書の交付期間、場所及び方法

交付期間：平成２９年１月２７日（金）～ 平成２９年２月１０日（金）までのう

ち、閉庁日を除く毎日の９時～１７時までとする。

交付場所：上記（１）に同じ。

（３）参加表明書を提出できる者の範囲

参加表明書を提出する時において、上記２．（１）②に掲げる一般競争（指名競争）

参加資格の認定を受けている者とする。

（４）参加表明書の受領期限並びに提出場所及び方法

受領期限：平成２９年２月１０（木）１７時 ただし、紙入札方式による場合は、

同日の１５時

提出場所：紙入札方式による場合は、上記（１）に同じ。

提出方法：電子調達システムにより提出すること。ただし、紙入札方式による場合

は、持参又は郵送（書留郵便等の配達の記録が残るものに限る。）

（５）技術資料の受領期限並びに提出場所及び方法

受領期限：平成２９年２月１５日（水）１７時 ただし、紙入札方式による場合は、

同日の１５時

提出場所：紙入札方式による場合は上記（１）に同じ。

提出方法：上記（４）に同じ。

（６）入札及び開札の日時及び場所並びに入札書の提出方法

提出方法：電子調達システムにより提出すること。ただし、紙入札方式による場合

は、紙により４.（１）に持参すること。

日 時：電子調達システムによる場合の締め切りは平成２９年２月２０日（月）
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１７時まで。持参による場合の締め切りは、同日１５時

開札日時：平成２９年２月２１日（火）１１時

５．その他

（１）手続において使用する言語及び通貨

日本語及び日本国通貨に限る。

（２）入札保証金及び契約保証金

①入札保証金 免除。

②契約保証金 免除。

（３）入札の無効

本公告に示した競争参加資格のない者のした入札、参加表明書に虚偽の記載をした

者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。

（４）手続きにおける交渉の有無 無。

（５）契約書作成の要否 要。

（６）関連情報を入手するための照会窓口 上記４．（１）に同じ。

（７）詳細は入札説明書による。


